
 

市立大学病院手術室感染性産業廃棄物処理業務委託仕様書 
 

本仕様書は、名古屋市立大学病院の手術室等から発生する感染性産業廃棄物の処理業務委

託(収集運搬・処分)に関して定めるものである。 

 

 

１ 処理対象施設  名古屋市立大学病院 

 

２ 委託期間 令和 8 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日 

 

３ 許可証の提出 

  本契約を締結するにあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条の 4 第 1 項及

び第 6 項の規定に基づき､収集・運搬及び処分の許可証の写しを提出しなければならない。 

 

４ 契約方法 

収集運搬業務は落札した業者と、処分業務は委任状（様式５）に記載された業者と契約を締結

する。このとき、収集運搬業者と処分業者が異なる場合は、処分業者と公立大学法人名古屋市

立大学契約規程第２０条第１号による随意契約を締結する。なお、業者が同一の場合は、収集

運搬と処分を合わせた契約を締結する。 

 

５ 廃棄物の予定数量(概算) 

品   目 予定数量(最大量) 

A シャープスセイフティコンテナー 50L 

 

900 個    (45,000L) 

 総合計  45,000L 

 

６ 処理容器とその用途 

処理容器は次の指定する容器とする。 

A シャープスセイフティコンテナー 50L 

・ 容量は 50L とする。 

・ 耐貫通性のある堅牢なものでかつ、廃液等が漏洩しない密閉容器 

 

７ 処理容器の事前搬入 

  受託者は、あらかじめ指定した処理容器を、毎週指定日および委託者から特に要請のあった

ときに手術室等へ、委託者の指示に基づき指定数を搬入しておくものとする。 

 

８ 廃棄物の処理の方法 

  (1) 廃棄物の処理は､廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第 6 条の 5 に規定する基

準に従い行うものとする。  

  (2) 受託者は､委託者からの連絡により、委託者の立会いのもとで､所定の廃棄物収集場（別

紙 1）において、保管している廃棄物を収集し、運搬すること 

  (3) 処理容器に入れられた廃棄物は、血液等の体液が付着したものであり常温で長時間保管

すると腐敗するため､こまめに収集すること。（最低でも週 1 回以上の収集を実施すること） 

(4) 受託者は、収集後、廃棄物収集場の清掃を行うものとする。 



 

(5) 廃棄物を入れる処理容器は委託料に含めるものとする。 

  (6) 受託者は､運搬先となる中間処分を行う業者名、代表者名、所在地、処分場の処理能力

を契約書に明記する。なお、所在地については実際に処分を行う工場の所在地を明記す

るものとする。 

  (7) 収集した処理容器を契約書に定められた処分場へ運搬を行うものとする。 

（8） 原則として処理容器ごろ焼却または溶融することとし、中の廃棄物を容器から出してはな

らない。 

  (9) 本契約締結後、委託者は受託者の届出をした処分場の視察を行うこととする。 

 

９ 再委託の禁止 

  受託者は収集・運搬業務を第三者に再委託してはならない。 

  ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第 6 条の 12 に基づき、事前に委託者か

ら書面による承認を受けた場合はこの限りではない。 

   

10 電子マニュフェストによる確認 （集荷目録） 

  収集の際には、電子マニュフェスト（特別管理産業廃棄物管理票）により処理の概要を確認し、

処分完了時には、電子マニュフェストにより報告を行うものとする。なお、電子マニフェストに対

応していない場合は、事前に委託者に申し出ること。 

 

11 委託料の請求 

  受託者は毎月末日で締め切り、処理した廃棄物の量（個数）に応じて単位あたりの単価を乗じ

た額に消費税及び地方消費税額を加えた額を請求するものとする。 

 

12 その他 

（1） 業務遂行上知り得た秘密は別紙 2｢情報取扱注意項目｣に従い、他に漏らさないこと。

業務を解かれた後も同様とする。 

（2） この契約による事務の処理の委託を受けた者は、この契約による事務を処理するにあたり、

障害のある方に対して、別紙 3「障害者差別解消に関する特記仕様書」に則った対応をしな

ければならない。 

（3） 受託者は、業務従事者が大学施設、設備、備品等の物品を破損、汚損した場合、ある

いは職員、患者等を負傷等させた場合、受託者の責任においてこれに対処すること。

また、契約締結後、早期に賠償責任保険への加入を証明する書類を委託者に提出する

こと。 

（4） 受託者は月毎の最終処分が完了した時点で「作業完了報告書」を提出することとする。 

（5） 本仕様書に定めのない事項について疑義が生じたときは、委託者との協議の結果に従うも

のとする。 

（6） 受託者は、大学敷地内及びその周辺道路では喫煙しないこと。 

（7） 受託者は、契約期間の満了または解約等により、本業務を受託者以外の事業者に引き継

ぐ必要が生じたときは、引継ぎが円滑に行えるよう協力すること。 
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情報取扱注意項目 
 （基本事項）  

第1 この契約による本学の保有する情報の取扱い（以下

「本件業務」という。）の委託を受けた者（以下「乙」

という。）は、本件業務を履行するに当たり、情報保護

の重要性を認識し、情報の適正な保護及び管理のため

に必要な措置を講じるとともに、個人の権利利益を侵

害することのないようにしなければならない。  

（関係法令等の遵守）  

第2 乙は、本件業務を履行するに当たり、当該業務に係

る関係法令のほか、名古屋市情報あんしん条例（平成

16年名古屋市条例第41号。以下「あんしん条例」と

いう。）、個人情報の保護に関する法律（平成15 年法

律第57 号。以下「保護法」という。）、名古屋市個人

情報保護条例（令和 4年名古屋市条例第56号。以下

「保護条例」という。）その他情報保護に係る関係法

令も遵守しなければならない。  

（適正管理）  

第3 乙は、本件業務に関して知り得た本学の保有する情

報（公立大学法人名古屋市立大学（以下「甲」という。）

が、利用、提供、廃棄等について決定する権限を有し、

事実上当該情報を管理しているといえるものをいう。）

の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の本学の保有

する情報の適正な管理のために必要な措置を講じな

ければならない。  

（個人情報の適正取得）  

第4  乙は、本件業務を履行するために、個人情報（保護

法第 2条第 1項に規定する個人情報をいう。以下同

じ。）を収集するときは、当該業務を履行するために

必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しな

ければならない。  

（第三者への提供及び目的外使用の禁止）  

第5 乙及び本件業務に従事している者又は従事していた

者は、本学の保有する情報を正当な理由なく第三者に

知らせ、又は当該業務の目的外に使用してはならない。  

2  前項の規定は、契約の終了（契約を解除した場合を

含む。以下同じ。）後においても同様とする。  

（再委託の禁止又は制限等）  

第 6  乙は、甲の承認を得ることなく、本件業務を第三者

に委託してはならない。  

2  乙は、本件業務を第三者に委託する場合は、本学の

保有する情報の取扱いに関し、この契約において乙が

課せられている事項と同一の事項を当該第三者に遵

守させなければならない。  

3  乙は、機密情報（名古屋市情報あんしん条例施行細

則（平成16年名古屋市規則第50号）第28条第 1項

第 1号に規定する機密情報をいう。以下同じ。）の取

扱いを伴う本件業務を委託した第三者からさらにほ

かの第三者に委託（以下「再々委託」という。）させて

はならない。ただし、再々委託することにやむを得な

い理由がある場合であって、甲が認めたときはこの限

りでない。  

（複写及び複製の禁止）  

第7 乙は、甲から指示又は許可された場合を除き、本学

の保有する情報が記録された資料及び成果物（甲の指

示又は許可を受けてこれらを複写し、又は複製したも

のを含む。以下同じ。）を複写し、又は複製してはなら

ない。  

（情報の返却及び処分）  

第8 乙は、本学の保有する情報が記録された資料のうち

甲から取得したものを取り扱う必要がなくなったと

きは、その都度速やかに甲に返却しなければならない。

ただし、甲の承認を得た場合はこの限りでない。  

 2  乙は、前項に規定する場合を除き、本学の保有する

情報を取り扱う必要がなくなったときは、その都度確

実かつ速やかに切断、溶解、消磁その他の復元不可能

な方法によって処分しなければならない。ただし、甲

の承認を得た場合はこの限りでない。  

（情報の授受及び搬送）  

第9 本学の保有する情報並びに本学の保有する情報が記

録された資料及び成果物の授受 は、全て甲の指名す

る職員と乙の指名する者との間において行うものと

する。  

2  乙は、本学の保有する情報を搬送する際には、漏え

い、滅失又は毀損が起こらないようにしなければならな

い。  

（報告等）  

第 10 乙は、甲が本学の保有する情報の保護のために実

地調査をする必要があると認めたときは、これを拒ん

ではならない。また、甲が本学の保有する情報の保護

について報告を求めたときは、これに応じなければな

らない。   

2  乙は、本学の保有する情報の漏えい、滅失又は改ざ

ん等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知

ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなけ

ればならない。  

（従事者の教育）  

第11 乙は、本件業務に従事している者に対し、あんしん

条例、保護法、保護条例その他情報保護に係る関係法

令を周知するなど、情報の保護に関し十分な教育を行

わなければならない。  

2  乙は、本件業務が個人情報を取り扱う業務である場

合、当該業務に従事している者に対し、保護法に規定

された罰則の内容を周知しなければならない。  

3  乙は、本件業務に従事している者に対し、あんしん

条例に規定された罰則の内容を周知しなければなら

ない。  

4  乙は、情報の取扱いに関するマニュアルを作成し、

本件業務に従事している者に対し、その内容並びに守

秘義務に関する事項及び本学の保有する情報の目的

外利用の禁止又は制限に関する事項を周知しなけれ

ばならない。  

 

 

別紙２ 



（契約解除及び損害賠償等）  

第 12 甲は、乙が情報取扱注意項目に違反していると認

めたときは、次の各号に掲げる措置を講じることがで

きる。  

(1) 契約を解除すること。  

(2) 損害賠償を請求すること。  

(3) 本学の保有する情報が漏えいし、市民の権利が害

されるおそれがあると認めるときは、あんしん条例

第34条第 1項の規定に基づき勧告し、その勧告に

従わなかったときは、同条第 2項の規定に基づきそ

の旨を公表すること。  

 2  前項第 2号及び第 3号の規定は、契約の終了後にお

いても適用するものとする。  

  （特定個人情報に関する特則）  

第13 乙は、本件業務が特定個人情報（行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成25年法律第27号。以下「番号利用法」と

いう。）第 2条第 8項に規定する特定個人情報をいう。

以下同じ。）を取り扱う事務である場合、あらかじめ

甲の承認を得た場合を除き、本件業務の履行場所から

特定個人情報を持ち出してはならない。  

2  乙は、本件業務において特定個人情報を取り扱う者

を明確にしなければならない。なお、甲から求めがあ

るときは、特定個人情報を取り扱う者について速やか

に報告しなければならない。  

3  乙は、本件業務において特定個人情報を取り扱う者

に対し、番号利用法その他特定個人情報の保護に係る

関係法令を周知するなど特定個人情報の保護に関し

十分な教育を行うとともに、特定個人情報の取扱いに

ついて監督しなければならない。  

4   乙は、前 3項に規定する事項のほか、番号利用法第 

2 条第 12 項に規定する個人番号利用事務実施者とし

ての義務を果たすこと。 ただし、当該業務が個人番号

関係事務の場合は、「第 2条第12項に規定する個人番

号利用事務実施者」を「第 2条第13項に規定する個

人番号関係事務実施者」と読み替えるものとする。  

 （電子情報の消去に関する特則）  

第 14 乙は、甲が使用する機器の記録媒体を廃棄又はリ

ース（賃貸を含む。）をしている機器の記録媒体を返

却するに当たり、本件業務により当該機器 の記録媒

体に記録された電子情報の消去を行う場合は、全ての

情報を消去の上、復元不可能な状態にしなければなら

ない。  

 2   乙は、前項の消去を行ったときは、電子情報を復元

不可能な方法によって消去したことを証する写真そ

の他の証拠を添えた証明書等を提出して、甲の確認を

受けなければならない。 



（別紙 3） 

 

障害者差別解消に関する特記仕様書 

 
 

 （対応要領に沿った対応） 

第 1 条 この契約による事務事業の実施（以下「本件業務」という。）の委託を

受けた者（以下「受託者」という。）は、本件業務を履行するに当たり、障害

を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律第 65 号。以下

「法」という。）及び愛知県障害者差別解消推進条例（平成 27 年愛知県条例

第 56 号）に定めるもののほか、公立大学法人名古屋市立大学における障害を

理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領（以下「対応要領」と

いう。）に準じて、不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供その他障害

者に対する適切な対応を行うものとする。 

 

 （対応指針に沿った対応） 

第 2 条 前条に定めるもののほか、受託者は、本件業務を履行するに当たり、

本件業務に係る対応指針（法第 11 条の規定により主務大臣が定める指針をい

う。）に則り、障害者に対して適切な対応を行うよう努めなければならない。 

 
 





[bookmark: _Hlk30599258]市立大学病院手術室感染性産業廃棄物処理業務委託仕様書



本仕様書は、名古屋市立大学病院の手術室等から発生する感染性産業廃棄物の処理業務委託(収集運搬・処分)に関して定めるものである。





１　処理対象施設　　名古屋市立大学病院



２　委託期間　令和8年4月1日～令和9年3月31日



３　許可証の提出

　　本契約を締結するにあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第1項及び第6項の規定に基づき､収集・運搬及び処分の許可証の写しを提出しなければならない。



４ 契約方法

収集運搬業務は落札した業者と、処分業務は委任状（様式５）に記載された業者と契約を締結する。このとき、収集運搬業者と処分業者が異なる場合は、処分業者と公立大学法人名古屋市立大学契約規程第２０条第１号による随意契約を締結する。なお、業者が同一の場合は、収集運搬と処分を合わせた契約を締結する。



５　廃棄物の予定数量(概算)

		[bookmark: _Hlk126147879]品　　　目

		予定数量(最大量)



		A シャープスセイフティコンテナー　50L



		900　個　　　　(45,000L)



		

		総合計　　45,000L







６　処理容器とその用途

処理容器は次の指定する容器とする。

A　シャープスセイフティコンテナー　50L

・　容量は50Lとする。

・　耐貫通性のある堅牢なものでかつ、廃液等が漏洩しない密閉容器



７　処理容器の事前搬入

　　受託者は、あらかじめ指定した処理容器を、毎週指定日および委託者から特に要請のあったときに手術室等へ、委託者の指示に基づき指定数を搬入しておくものとする。



８　廃棄物の処理の方法

　　(1)　廃棄物の処理は､廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の5に規定する基準に従い行うものとする。 

　　(2)　受託者は､委託者からの連絡により、委託者の立会いのもとで､所定の廃棄物収集場（別紙1）において、保管している廃棄物を収集し、運搬すること

　　(3)　処理容器に入れられた廃棄物は、血液等の体液が付着したものであり常温で長時間保管すると腐敗するため､こまめに収集すること。（最低でも週1回以上の収集を実施すること）

(4) 受託者は、収集後、廃棄物収集場の清掃を行うものとする。

(5) 廃棄物を入れる処理容器は委託料に含めるものとする。

　　(6)　受託者は､運搬先となる中間処分を行う業者名、代表者名、所在地、処分場の処理能力を契約書に明記する。なお、所在地については実際に処分を行う工場の所在地を明記するものとする。

　　(7)　収集した処理容器を契約書に定められた処分場へ運搬を行うものとする。

（8） 原則として処理容器ごろ焼却または溶融することとし、中の廃棄物を容器から出してはならない。

　　(9)　本契約締結後、委託者は受託者の届出をした処分場の視察を行うこととする。



９　再委託の禁止

　　受託者は収集・運搬業務を第三者に再委託してはならない。

　　ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の12に基づき、事前に委託者から書面による承認を受けた場合はこの限りではない。

　　

10　電子マニュフェストによる確認　（集荷目録）

　　収集の際には、電子マニュフェスト（特別管理産業廃棄物管理票）により処理の概要を確認し、処分完了時には、電子マニュフェストにより報告を行うものとする。なお、電子マニフェストに対応していない場合は、事前に委託者に申し出ること。



11 委託料の請求

　　受託者は毎月末日で締め切り、処理した廃棄物の量（個数）に応じて単位あたりの単価を乗じた額に消費税及び地方消費税額を加えた額を請求するものとする。



12　その他

（1） 業務遂行上知り得た秘密は別紙2｢情報取扱注意項目｣に従い、他に漏らさないこと。業務を解かれた後も同様とする。

（2） この契約による事務の処理の委託を受けた者は、この契約による事務を処理するにあたり、障害のある方に対して、別紙3「障害者差別解消に関する特記仕様書」に則った対応をしなければならない。

（3） 受託者は、業務従事者が大学施設、設備、備品等の物品を破損、汚損した場合、あるいは職員、患者等を負傷等させた場合、受託者の責任においてこれに対処すること。また、契約締結後、早期に賠償責任保険への加入を証明する書類を委託者に提出すること。

（4）　受託者は月毎の最終処分が完了した時点で「作業完了報告書」を提出することとする。

（5） 本仕様書に定めのない事項について疑義が生じたときは、委託者との協議の結果に従うものとする。

（6）　受託者は、大学敷地内及びその周辺道路では喫煙しないこと。

（7） 受託者は、契約期間の満了または解約等により、本業務を受託者以外の事業者に引き継ぐ必要が生じたときは、引継ぎが円滑に行えるよう協力すること。










ベース

														至御器所 イタル ゴキソ



																								藤　　成　　通 フジ ナリ ドオリ





																				〒

						N														昭和郵便局 ショウワ ユウビンキョク



																																				北門 キタ モン



																				工事エリア コウジ																																		立体駐車場 リッタイ チュウシャジョウ

																																																																																		保育所 ホイク ショ

												瑞 ズイ



												穂 ホ

																																																																						東棟 ヒガシトウ

												通 ドオリ																																												外来診療棟 ガイライ シンリョウ トウ













																				看護学部棟 カンゴ ガクブ トウ										西棟 ニシ トウ



																																																								病棟・中央診療棟 ビョウトウ チュウオウ シンリョウ トウ







																								脳神経
科学研究所 ノウシンケイ カガク ケンキュウジョ																																																								　

																																		医学部研究棟 イガク ブ ケンキュウ トウ

																		♀

																		バ

																		ス																				講堂 コウドウ																医学部基礎教育棟 イガク ブ キソ キョウイク トウ												下りスロープ クダ

																		停 テイ																		図書館川澄分館 トショカン カワスミ ブン カン

																								実験動物研究
教育センター ジッケン ドウブツ ケンキュウ キョウイク

																																																						厚生会館 コウセイ カイカン						食堂 ショクドウ				売店 バイテン		厚生会館 コウセイ カイカン						本部棟 ホンブトウ

																																		正門 セイモン												南門 ミナミ モン								西棟 ニシ トウ









														至新瑞橋 イタル アラタマバシ













				周辺図 シュウヘン ズ



















































































&"ＭＳ Ｐゴシック,太字"&14別紙１	&"ＭＳ Ｐゴシック,太字"&14&A	


名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地



一般廃棄物

														至御器所 イタル ゴキソ



																								藤　　成　　通 フジ ナリ ドオリ





																				〒

						N														昭和郵便局 ショウワ ユウビンキョク



																																				北門 キタ モン



																				工事エリア コウジ																																		立体駐車場 リッタイ チュウシャジョウ

																																																																																		保育所 ホイク ショ

												瑞 ズイ



												穂 ホ

																																																																						東棟 ヒガシトウ

												通 ドオリ																																												外来診療棟 ガイライ シンリョウ トウ













																				看護学部棟 カンゴ ガクブ トウ										西棟 ニシ トウ



																																																								病棟・中央診療棟 ビョウトウ チュウオウ シンリョウ トウ







																								脳神経
科学研究所 ノウシンケイ カガク ケンキュウジョ																																																								　

																																		医学部研究棟 イガク ブ ケンキュウ トウ

																		♀

																		バ

																		ス																				講堂 コウドウ																医学部基礎教育棟 イガク ブ キソ キョウイク トウ												下りスロープ クダ

																		停 テイ																		図書館川澄分館 トショカン カワスミ ブン カン

																								実験動物研究
教育センター ジッケン ドウブツ ケンキュウ キョウイク

																																																						厚生会館 コウセイ カイカン						食堂 ショクドウ				売店 バイテン		厚生会館 コウセイ カイカン						本部棟 ホンブトウ

																																		正門 セイモン												南門 ミナミ モン								西棟 ニシ トウ









														至新瑞橋 イタル アラタマバシ













				周辺図 シュウヘン ズ



















































































&"ＭＳ Ｐゴシック,太字"&14別紙１	&"ＭＳ Ｐゴシック,太字"&14&A	


地下１階　回収場所２
（残飯・調理くず及び可燃ごみ）















名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 回収場所１
（可燃ごみ不燃ごみ）　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 

回収場所③
（可燃ごみ）



感染性廃棄物

														至御器所 イタル ゴキソ																																																																												別紙１ ベッシ



																								藤　　成　　通 フジ ナリ ドオリ





																				〒

						N														昭和郵便局 ショウワ ユウビンキョク



																																				北門 キタ モン



																				工事エリア コウジ																																		立体駐車場 リッタイ チュウシャジョウ

																																																																																		保育所 ホイク ショ

												瑞 ズイ



												穂 ホ

																																																																						東棟 ヒガシトウ

												通 ドオリ																																												外来診療棟 ガイライ シンリョウ トウ













																				看護学部棟 カンゴ ガクブ トウ										西棟 ニシ トウ



																																																								病棟・中央診療棟 ビョウトウ チュウオウ シンリョウ トウ







																								脳神経
科学研究所 ノウシンケイ カガク ケンキュウジョ																																																								　

																																		医学部研究棟 イガク ブ ケンキュウ トウ

																		♀

																		バ

																		ス																				講堂 コウドウ																医学部基礎教育棟 イガク ブ キソ キョウイク トウ

																		停 テイ																		図書館川澄分館 トショカン カワスミ ブン カン

																								実験動物研究
教育センター ジッケン ドウブツ ケンキュウ キョウイク

																																																						厚生会館 コウセイ カイカン						食堂 ショクドウ				売店 バイテン		厚生会館 コウセイ カイカン						本部棟 ホンブトウ

																																		正門 セイモン												南門 ミナミ モン								西棟 ニシ トウ









														至新瑞橋 イタル アラタマバシ













				周辺図 シュウヘン ズ





















































&"ＭＳ Ｐゴシック,太字"&14別紙１	&"ＭＳ Ｐゴシック,太字"&14&A	


回収場所

名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地

回収場所③

回収場所②



オペ感染

														至御器所 イタル ゴキソ



																								藤　　成　　通 フジ ナリ ドオリ





																				〒

						N														昭和郵便局 ショウワ ユウビンキョク



																																				北門 キタ モン



																				工事エリア コウジ																																		立体駐車場 リッタイ チュウシャジョウ

																																																																																		保育所 ホイク ショ

												瑞 ズイ



												穂 ホ

																																																																						東棟 ヒガシトウ

												通 ドオリ																																												外来診療棟 ガイライ シンリョウ トウ













																				看護学部棟 カンゴ ガクブ トウ										西棟 ニシ トウ



																																																								病棟・中央診療棟 ビョウトウ チュウオウ シンリョウ トウ







																								脳神経
科学研究所 ノウシンケイ カガク ケンキュウジョ																																																								　

																																		医学部研究棟 イガク ブ ケンキュウ トウ

																		♀

																		バ

																		ス																				講堂 コウドウ																医学部基礎教育棟 イガク ブ キソ キョウイク トウ

																		停 テイ																		図書館川澄分館 トショカン カワスミ ブン カン

																								実験動物研究
教育センター ジッケン ドウブツ ケンキュウ キョウイク

																																																						厚生会館 コウセイ カイカン						食堂 ショクドウ				売店 バイテン		厚生会館 コウセイ カイカン						本部棟 ホンブトウ

																																		正門 セイモン												南門 ミナミ モン								西棟 ニシ トウ









														至新瑞橋 イタル アラタマバシ













				周辺図 シュウヘン ズ





















































&"ＭＳ Ｐゴシック,太字"&14別紙１	&"ＭＳ Ｐゴシック,太字"&14&A	


回収場所


名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地



産業廃棄物

														至御器所 イタル ゴキソ



																								藤　　成　　通 フジ ナリ ドオリ





																				〒

						N														昭和郵便局 ショウワ ユウビンキョク



																																				北門 キタ モン



																				工事エリア コウジ																																		立体駐車場 リッタイ チュウシャジョウ

																																																																																		保育所 ホイク ショ

												瑞 ズイ



												穂 ホ

																																																																						東棟 ヒガシトウ

												通 ドオリ																																												外来診療棟 ガイライ シンリョウ トウ













																				看護学部棟 カンゴ ガクブ トウ										西棟 ニシ トウ



																																																								病棟・中央診療棟 ビョウトウ チュウオウ シンリョウ トウ







																								脳神経
科学研究所 ノウシンケイ カガク ケンキュウジョ																																																								　

																																		医学部研究棟 イガク ブ ケンキュウ トウ

																		♀

																		バ

																		ス																				講堂 コウドウ																医学部基礎教育棟 イガク ブ キソ キョウイク トウ

																		停 テイ																		図書館川澄分館 トショカン カワスミ ブン カン

																								実験動物研究
教育センター ジッケン ドウブツ ケンキュウ キョウイク

																																																						厚生会館 コウセイ カイカン						食堂 ショクドウ				売店 バイテン		厚生会館 コウセイ カイカン						本部棟 ホンブトウ

																																		正門 セイモン												南門 ミナミ モン								西棟 ニシ トウ









														至新瑞橋 イタル アラタマバシ













				周辺図 シュウヘン ズ





















































&"ＭＳ Ｐゴシック,太字"&14別紙１	&"ＭＳ Ｐゴシック,太字"&14&A	


回収場所


名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地



ガラス瓶

														至御器所 イタル ゴキソ



																								藤　　成　　通 フジ ナリ ドオリ





																				〒

						N														昭和郵便局 ショウワ ユウビンキョク



																																				北門 キタ モン



																				工事エリア コウジ																																		立体駐車場 リッタイ チュウシャジョウ

																																																																																		保育所 ホイク ショ

												瑞 ズイ



												穂 ホ

																																																																						東棟 ヒガシトウ

												通 ドオリ																																												外来診療棟 ガイライ シンリョウ トウ













																				看護学部棟 カンゴ ガクブ トウ										西棟 ニシ トウ



																																																								病棟・中央診療棟 ビョウトウ チュウオウ シンリョウ トウ







																								脳神経
科学研究所 ノウシンケイ カガク ケンキュウジョ																																																								　

																																		医学部研究棟 イガク ブ ケンキュウ トウ

																		♀

																		バ

																		ス																				講堂 コウドウ																医学部基礎教育棟 イガク ブ キソ キョウイク トウ

																		停 テイ																		図書館川澄分館 トショカン カワスミ ブン カン

																								実験動物研究
教育センター ジッケン ドウブツ ケンキュウ キョウイク

																																																						厚生会館 コウセイ カイカン						食堂 ショクドウ				売店 バイテン		厚生会館 コウセイ カイカン						本部棟 ホンブトウ

																																		正門 セイモン												南門 ミナミ モン								西棟 ニシ トウ









														至新瑞橋 イタル アラタマバシ













				周辺図 シュウヘン ズ





















































回収場所

名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地



空き缶

														至御器所 イタル ゴキソ



																								藤　　成　　通 フジ ナリ ドオリ





																				〒

						N														昭和郵便局 ショウワ ユウビンキョク



																																				北門 キタ モン



																				工事エリア コウジ																																		立体駐車場 リッタイ チュウシャジョウ

																																																																																		保育所 ホイク ショ

												瑞 ズイ



												穂 ホ

																																																																						東棟 ヒガシトウ

												通 ドオリ																																												外来診療棟 ガイライ シンリョウ トウ













																				看護学部棟 カンゴ ガクブ トウ										西棟 ニシ トウ



																																																								病棟・中央診療棟 ビョウトウ チュウオウ シンリョウ トウ







																								脳神経
科学研究所 ノウシンケイ カガク ケンキュウジョ																																																								　

																																		医学部研究棟 イガク ブ ケンキュウ トウ

																		♀

																		バ

																		ス																				講堂 コウドウ																医学部基礎教育棟 イガク ブ キソ キョウイク トウ

																		停 テイ																		図書館川澄分館 トショカン カワスミ ブン カン

																								実験動物研究
教育センター ジッケン ドウブツ ケンキュウ キョウイク

																																																						厚生会館 コウセイ カイカン						食堂 ショクドウ				売店 バイテン		厚生会館 コウセイ カイカン						本部棟 ホンブトウ

																																		正門 セイモン												南門 ミナミ モン								西棟 ニシ トウ









														至新瑞橋 イタル アラタマバシ













				周辺図 シュウヘン ズ





















































回収場所

名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地



雑古紙売払い

														至御器所 イタル ゴキソ



																								藤　　成　　通 フジ ナリ ドオリ





																				〒

						N														昭和郵便局 ショウワ ユウビンキョク



																																				北門 キタ モン



																				工事エリア コウジ																																		立体駐車場 リッタイ チュウシャジョウ

																																																																																		保育所 ホイク ショ

												瑞 ズイ



												穂 ホ

																																																																						東棟 ヒガシトウ

												通 ドオリ																																												外来診療棟 ガイライ シンリョウ トウ













																				看護学部棟 カンゴ ガクブ トウ										西棟 ニシ トウ



																																																								病棟・中央診療棟 ビョウトウ チュウオウ シンリョウ トウ







																								脳神経
科学研究所 ノウシンケイ カガク ケンキュウジョ																																																								　

																																		医学部研究棟 イガク ブ ケンキュウ トウ

																		♀

																		バ

																		ス																				講堂 コウドウ																医学部基礎教育棟 イガク ブ キソ キョウイク トウ												下りスロープ クダ

																		停 テイ																		図書館川澄分館 トショカン カワスミ ブン カン

																								実験動物研究
教育センター ジッケン ドウブツ ケンキュウ キョウイク

																																																						厚生会館 コウセイ カイカン						食堂 ショクドウ				売店 バイテン		厚生会館 コウセイ カイカン						本部棟 ホンブトウ

																																		正門 セイモン												南門 ミナミ モン								西棟 ニシ トウ









														至新瑞橋 イタル アラタマバシ













				周辺図 シュウヘン ズ
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回収場所１

名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地

地下１階　　回収場所２

















機密用紙廃棄

														至御器所 イタル ゴキソ



																								藤　　成　　通 フジ ナリ ドオリ





																				〒

						N														昭和郵便局 ショウワ ユウビンキョク



																																				北門 キタ モン



																				工事エリア コウジ																																		立体駐車場 リッタイ チュウシャジョウ

																																																																																		保育所 ホイク ショ

												瑞 ズイ



												穂 ホ

																																																																						東棟 ヒガシトウ

												通 ドオリ																																												外来診療棟 ガイライ シンリョウ トウ













																				看護学部棟 カンゴ ガクブ トウ										西棟 ニシ トウ



																																																								病棟・中央診療棟 ビョウトウ チュウオウ シンリョウ トウ







																								脳神経
科学研究所 ノウシンケイ カガク ケンキュウジョ																																																								　

																																		医学部研究棟 イガク ブ ケンキュウ トウ

																		♀

																		バ

																		ス																				講堂 コウドウ																医学部基礎教育棟 イガク ブ キソ キョウイク トウ

																		停 テイ																		図書館川澄分館 トショカン カワスミ ブン カン

																								実験動物研究
教育センター ジッケン ドウブツ ケンキュウ キョウイク

																																																						厚生会館 コウセイ カイカン						食堂 ショクドウ				売店 バイテン		厚生会館 コウセイ カイカン						本部棟 ホンブトウ

																																		正門 セイモン												南門 ミナミ モン								西棟 ニシ トウ









														至新瑞橋 イタル アラタマバシ













				周辺図 シュウヘン ズ





















































回収場所

名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地



実験動物

														至御器所 イタル ゴキソ



																								藤　　成　　通 フジ ナリ ドオリ





																				〒

						N														昭和郵便局 ショウワ ユウビンキョク



																																				北門 キタ モン



																				工事エリア コウジ																																		立体駐車場 リッタイ チュウシャジョウ

																																																																																		保育所 ホイク ショ

												瑞 ズイ



												穂 ホ

																																																																						東棟 ヒガシトウ

												通 ドオリ																																												外来診療棟 ガイライ シンリョウ トウ













																				看護学部棟 カンゴ ガクブ トウ										西棟 ニシ トウ



																																																								病棟・中央診療棟 ビョウトウ チュウオウ シンリョウ トウ







																								脳神経
科学研究所 ノウシンケイ カガク ケンキュウジョ																																																								　

																																		医学部研究棟 イガク ブ ケンキュウ トウ

																		♀

																		バ

																		ス																				講堂 コウドウ																医学部基礎教育棟 イガク ブ キソ キョウイク トウ												下りスロープ クダ

																		停 テイ																		図書館川澄分館 トショカン カワスミ ブン カン

																								実験動物研究
教育センター ジッケン ドウブツ ケンキュウ キョウイク

																																																						厚生会館 コウセイ カイカン						食堂 ショクドウ				売店 バイテン		厚生会館 コウセイ カイカン						本部棟 ホンブトウ

																																		正門 セイモン												南門 ミナミ モン								西棟 ニシ トウ









														至新瑞橋 イタル アラタマバシ













				周辺図 シュウヘン ズ
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名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地

回収場所
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病棟・中央診療棟Ｂ１
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病棟・中央診療棟Ｂ１
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情報取扱注意項目別紙２





 （基本事項） 

第1　この契約による本学の保有する情報の取扱い（以下「本件業務」という。）の委託を受けた者（以下「乙」という。）は、本件業務を履行するに当たり、情報保護の重要性を認識し、情報の適正な保護及び管理のために必要な措置を講じるとともに、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。 

（関係法令等の遵守） 

第2　乙は、本件業務を履行するに当たり、当該業務に係る関係法令のほか、名古屋市情報あんしん条例（平成16年名古屋市条例第41号。以下「あんしん条例」という。）、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「保護法」という。）、名古屋市個人情報保護条例（令和 4年名古屋市条例第56号。以下「保護条例」という。）その他情報保護に係る関係法令も遵守しなければならない。 

（適正管理） 

第3　乙は、本件業務に関して知り得た本学の保有する情報（公立大学法人名古屋市立大学（以下「甲」という。）が、利用、提供、廃棄等について決定する権限を有し、事実上当該情報を管理しているといえるものをいう。）の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の本学の保有する情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

（個人情報の適正取得） 

第4 　乙は、本件業務を履行するために、個人情報（保護法第 2条第 1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。）を収集するときは、当該業務を履行するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 

（第三者への提供及び目的外使用の禁止） 

第5　乙及び本件業務に従事している者又は従事していた者は、本学の保有する情報を正当な理由なく第三者に知らせ、又は当該業務の目的外に使用してはならない。 

2　　前項の規定は、契約の終了（契約を解除した場合を含む。以下同じ。）後においても同様とする。 

（再委託の禁止又は制限等） 

第 6 　乙は、甲の承認を得ることなく、本件業務を第三者に委託してはならない。 

2　　乙は、本件業務を第三者に委託する場合は、本学の保有する情報の取扱いに関し、この契約において乙が課せられている事項と同一の事項を当該第三者に遵守させなければならない。 

3　　乙は、機密情報（名古屋市情報あんしん条例施行細則（平成16年名古屋市規則第50号）第28条第 1項第 1号に規定する機密情報をいう。以下同じ。）の取扱いを伴う本件業務を委託した第三者からさらにほかの第三者に委託（以下「再々委託」という。）させてはならない。ただし、再々委託することにやむを得ない理由がある場合であって、甲が認めたときはこの限りでない。 

（複写及び複製の禁止） 

第7　乙は、甲から指示又は許可された場合を除き、本学の保有する情報が記録された資料及び成果物（甲の指示又は許可を受けてこれらを複写し、又は複製したものを含む。以下同じ。）を複写し、又は複製してはならない。 

（情報の返却及び処分） 

第8　乙は、本学の保有する情報が記録された資料のうち甲から取得したものを取り扱う必要がなくなったときは、その都度速やかに甲に返却しなければならない。ただし、甲の承認を得た場合はこの限りでない。 

 2　　乙は、前項に規定する場合を除き、本学の保有する情報を取り扱う必要がなくなったときは、その都度確実かつ速やかに切断、溶解、消磁その他の復元不可能な方法によって処分しなければならない。ただし、甲の承認を得た場合はこの限りでない。 

[bookmark: _GoBack]（情報の授受及び搬送） 

第9　本学の保有する情報並びに本学の保有する情報が記録された資料及び成果物の授受 は、全て甲の指名する職員と乙の指名する者との間において行うものとする。 

2　　乙は、本学の保有する情報を搬送する際には、漏えい、滅失又は毀損が起こらないようにしなければならない。 

（報告等） 

第10　乙は、甲が本学の保有する情報の保護のために実地調査をする必要があると認めたときは、これを拒んではならない。また、甲が本学の保有する情報の保護について報告を求めたときは、これに応じなければならない。  

2　　乙は、本学の保有する情報の漏えい、滅失又は改ざん等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。 

（従事者の教育） 

第11　乙は、本件業務に従事している者に対し、あんしん条例、保護法、保護条例その他情報保護に係る関係法令を周知するなど、情報の保護に関し十分な教育を行わなければならない。 

2　　乙は、本件業務が個人情報を取り扱う業務である場合、当該業務に従事している者に対し、保護法に規定された罰則の内容を周知しなければならない。 

3　　乙は、本件業務に従事している者に対し、あんしん条例に規定された罰則の内容を周知しなければならない。 

4　　乙は、情報の取扱いに関するマニュアルを作成し、本件業務に従事している者に対し、その内容並びに守秘義務に関する事項及び本学の保有する情報の目的外利用の禁止又は制限に関する事項を周知しなければならない。 





（契約解除及び損害賠償等） 

第12　甲は、乙が情報取扱注意項目に違反していると認めたときは、次の各号に掲げる措置を講じることができる。 

(1)　契約を解除すること。 

(2)　損害賠償を請求すること。 

(3)　本学の保有する情報が漏えいし、市民の権利が害されるおそれがあると認めるときは、あんしん条例第34条第 1項の規定に基づき勧告し、その勧告に従わなかったときは、同条第 2項の規定に基づきその旨を公表すること。 

 2　　前項第 2号及び第 3号の規定は、契約の終了後においても適用するものとする。 

  （特定個人情報に関する特則） 

第13　乙は、本件業務が特定個人情報（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。）第 2条第 8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。）を取り扱う事務である場合、あらかじめ甲の承認を得た場合を除き、本件業務の履行場所から特定個人情報を持ち出してはならない。 

2　　乙は、本件業務において特定個人情報を取り扱う者を明確にしなければならない。なお、甲から求めがあるときは、特定個人情報を取り扱う者について速やかに報告しなければならない。 

3　　乙は、本件業務において特定個人情報を取り扱う者に対し、番号利用法その他特定個人情報の保護に係る関係法令を周知するなど特定個人情報の保護に関し十分な教育を行うとともに、特定個人情報の取扱いについて監督しなければならない。 

4　　 乙は、前 3項に規定する事項のほか、番号利用法第 2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者としての義務を果たすこと。 ただし、当該業務が個人番号関係事務の場合は、「第 2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者」を「第 2条第13項に規定する個人番号関係事務実施者」と読み替えるものとする。 

 （電子情報の消去に関する特則） 

第14　乙は、甲が使用する機器の記録媒体を廃棄又はリース（賃貸を含む。）をしている機器の記録媒体を返却するに当たり、本件業務により当該機器 の記録媒体に記録された電子情報の消去を行う場合は、全ての情報を消去の上、復元不可能な状態にしなければならない。 

 2 　　乙は、前項の消去を行ったときは、電子情報を復元不可能な方法によって消去したことを証する写真その他の証拠を添えた証明書等を提出して、甲の確認を受けなければならない。


[bookmark: _GoBack]（別紙3）



障害者差別解消に関する特記仕様書





　（対応要領に沿った対応）

第1条　この契約による事務事業の実施（以下「本件業務」という。）の委託を受けた者（以下「受託者」という。）は、本件業務を履行するに当たり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65号。以下「法」という。）及び愛知県障害者差別解消推進条例（平成27年愛知県条例第56号）に定めるもののほか、公立大学法人名古屋市立大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領（以下「対応要領」という。）に準じて、不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供その他障害者に対する適切な対応を行うものとする。



　（対応指針に沿った対応）

第2条　前条に定めるもののほか、受託者は、本件業務を履行するに当たり、本件業務に係る対応指針（法第11条の規定により主務大臣が定める指針をいう。）に則り、障害者に対して適切な対応を行うよう努めなければならない。





